
平成 30 年度成年後見制度担当者研修会 開催要項 

 

１ 目 的 

   市町村成年後見事務担当者等の成年後見制度への理解を深めるとともに、成年後見制

度利用促進基本計画の策定に向けて必要な知識の習得を図る。 

 

２ 主 催 

   社会福祉法人新潟県社会福祉協議会（※新潟県からの受託事業） 

 

３ 後 援 

   新潟県弁護士会、新潟県司法書士会、公益社団法人新潟県社会福祉士会 

 

４ 期日・会場 

   平成 30 年 6 月 29 日（金）10:00～15:30（受付 9:30～） 

   新潟県自治会館 講堂（新潟市中央区新光町 4-1） 

   （駐車場には限りがありますので、なるべく公共交通機関をご利用ください） 

 

５ 定 員 

   180 名 

 

６ 参加費 

   無 料 

 

７ 対象者 

   県地域振興局職員、市町村職員、社会福祉協議会職員、地域包括支援センター職員、

相談支援事業所職員、家庭裁判所職員、弁護士、司法書士、社会福祉士 等 

 

８ プログラム 

   別紙のとおり 

 

９ 申込方法 

   別紙「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、６月 19 日（火）までにメール、FAX、

郵便等にてお申し込みください。定員を超え、参加をお断りする場合にはその旨を電話

連絡します。 

 

 

 

 



 

10 個人情報の取り扱いについて 

  （１）「参加申込書」に記載された個人情報は、本研修会の運営にかかる目的にのみ使用し、

他の目的で使用することはありません。 

  （２）本研修会の参加申込受付を通じて取得した参加申込者の個人情報は、本会が定めるプ

ライバシーポリシー（個人情報の保護に関する方針）に基づき取り扱います。 

  （３）参加者の同意無なしに他の事業者など第三者に個人の情報は提供いたしません。 

  （４）取得した個人情報データについては、適切な管理を行います。 

  （５）本研修会では「参加者名簿」を作成し、各参加者にお配りいたします。 

 

11 その他 

研修受講にあたっては、「地域における成年後見制度利用促進に向けた体制整備のため

の手引き」（平成 29 年度厚生労働省老人保健事業推進費補助金「地域における成年後見

制度の利用に関する相談機関やネットワーク構築等の体制整備に関する調査研究事業」）

をご持参ください。日本社会福祉士会のホームページにも掲載されています。 

（http://www.jacsw.or.jp/01_csw/07_josei/2017/files/taisei_seibi_tebiki.pdf） 

 

12 問い合わせ・申込先 

   新潟県社会福祉協議会 企画広報課（清川） 

   〒950-8575 新潟県新潟市中央区上所 2-2-2 新潟ユニゾンプラザ 3 階 

   TEL:025-281-5613／FAX:025-281-5528



≪プログラム≫ 

時  間 内   容 

9:30 受 付 

10:00 ≪開会あいさつ≫     新潟県福祉保健部高齢福祉保健課  

10:10～10:40 

（30 分） 

≪講義Ⅰ≫ 

「成年後見制度の概要等について」 

              講師：新潟県社会福祉協議会 企画広報課 

★ねらい 

 成年後見制度の概要や全国及び新潟県内の概況などを学ぶ。 
 

10:40～11:10 

（30 分） 

≪講義Ⅱ≫ 

「成年後見制度利用促進法の概要と利用促進基本計画について」 

             講師：新潟県福祉保健部 

★ねらい 

 成年後見制度利用促進法施行の背景や利用促進計画の概要、地域連携ネ

ットワークや中核機関の役割・機能等の理解を深めるとともに、市町村の

役割を学ぶ。 
 

11:10～11:20 休 憩 

11:20～12:00 

（40 分） 

≪講義Ⅲ≫ 

「市町村における成年後見制度利用促進基本計画の策定について」 

            講師：弁護士 水島 俊彦 氏 

             （日弁連高齢者・障害者権利擁護支援センター委員） 

             （法テラス埼玉法律事務所・常勤弁護士） 

★ねらい 

 市町村が成年後見制度利用促進基本計画を策定するにあたっての具体

的な手順や方策、盛り込む内容等について「手引き」を活用しながら情報

提供を行い、理解を深める。 
 

12:00～13:00 昼食・休憩 

13:00～13:30 

（30 分） 

≪講義Ⅲの続き≫ 

「市町村における成年後見制度利用促進基本計画の策定について」 

           講師：弁護士 水島 俊彦 氏 

             （日弁連高齢者・障害者権利擁護支援センター委員） 

             （法テラス埼玉法律事務所・常勤弁護士） 

13:30～13:40 休憩・レイアウト変更 



13:40～15:30 

（110 分） 

 

≪受講者参加型シンポジウム≫ 

「市町村における地域連携ネットワーク構築に向けて」 

■実践報告者 

埼玉県志木市長寿応援課権利擁護グループ 

       主席専門員 吉田 恵子 氏 

静岡県社会福祉協議会 福祉企画部地域福祉課 

        課 長  海野 芳隆 氏 

■コーディネーター 

弁護士 水島 俊彦 氏 

（日弁連高齢者・障害者権利擁護支援センター委員） 

（法テラス埼玉法律事務所・常勤弁護士） 

★ねらい 

 成年後見制度利用促進基本計画を策定している市町村から策定に関す

る背景や経緯、策定の手順、関係部局・関係機関との調整、取組事項、課

題などを報告いただくとともに、広域で成年後見制度推進を取り組んでい

る地域から連携の必要性や実践を報告いただき理解を深める。また、市町

村における成年後見制度の利用促進に向けて受講者同士で情報交換を行

い、繋がりをつくる。 

埼玉県志木市 

 全国で初となる「志木市成年後見制度の利用を促進するための条例」の制

定や「志木市成年後見制度利用促進基本計画」を策定し、中核機関の設置や

関係機関との効果的な体制整備等を行い、利用促進に向けた取組を行ってい

ます。 

静岡県社会福祉協議会 

 静岡県内において、複数の市町が共同し成年後見制度に取り組む広域推進

体制の整備に向けて行政や専門職、家庭裁判所等と連携しながら支援・実施

し、地域連携ネットワーク構築に向けた取組を行っています。 

弁護士 水島俊彦 氏 

 法テラス佐渡法律事務所に赴任中に成年後見人のなり手不足の問題に直面

し、佐渡市成年後見 PT の立ち上げや法人後見の設立、市民後見人の養成等

に関わり、さらに「新潟県内の成年後見制度の需要と供給に関するアンケー

ト調査」の実施や各地の成年後見 PT 立ち上げに関与。 

 成年後見制度の利用促進や「地域における成年後見制度利用促進に向け

た体制整備のための手引き」に関して実践や調査・研究を行い、豊富な見識

を有しています。 

15:30 閉 会 

内容は一部変更になる場合がございます。



平成 30 年度 成年後見制度担当者研修会 ＜参加申込書＞ 

 

事業所名 
 

種 別 

（☑を付記） 

□県地域振興局職員 □市町村職員 □市町村社会福祉協議会職員 

□地域包括支援センター職員    □相談支援事業所職員 

□家庭裁判所職員  □弁護士   □司法書士   □社会福祉士 

□その他（                ） 

住 所 

〒 

連絡先 
ＴＥＬ ＦＡＸ 

メールアドレス 
 

記入者名 
 

参加者氏名 

氏  名 役職・職種名 

  

 

  

 

  

 

 

上記のとおり申し込みます。 

平成 30 年  月  日 

＜提出先＞ 

新潟県社会福祉協議会 企画広報課（清川宛） 
ＦＡＸ：０２５－２８１－５５２８ 


